
 

 

社会福祉法人光志福祉会行動計画 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた 

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 2018年 1月 1日～2020年 12月 31日までの 2年間 

 

２．内容 

目標１：2019年 4月 30日までに、事業所内保育事業を設置・運営する。 

≪対策≫ 

  ①2018年 1月～ 保育職員の採用 

           職員への再周知と保育所利用者の受付開始 

  ③2018年 4月～ 開園 

 

 目標２：2018 年 7 月 31 までに、所定労働時間を削減するため、ノ―残業デ―を設定

実施する。 

≪対策≫ 

  ①2018年 4月～ 直近３ヵ月間の所定外労働の現状を把握 

  ②2018年 5月～ 社内検討委員会での検討開始 

  ③2018年 6月～ 管理職への研修及び掲示版による職員への周知 

④2018年 7月～ ノ―残業デ―の実施 

 

  目標３：2018年 7月 31日までに、年次有給休暇の 2 時間単位での取得制度を導入す

る。 

 ≪対策≫ 

  ①2018年 4月～ 人事管理ソフトの管理体制構築。就業規則の変更 

  ②2018年 6月～ 職員への周知 

  ③2018年 7月～ 実施 

   

  目標４：2018年 9月 30日までに妊娠中の女性職員の健康管理と業務制限等について、

書面を作成して職員へ配布し制度の周知を図る。 

 ≪対策≫ 

  ①2018年 6月～ 社内検討会の開催と就業規則の変更 

  ②2018年 7月～ 周知用パンフレット作成 

  ③2018年 8月～ 職員へ周知し随時実施 










